漁業就業・定着化のための資格取得支援補助金実施要領
（趣旨及び目的）
第１条　地域の漁業生産を支え、漁業協同組合の組織の基盤となる新たな担い手の定着や独立を支援するため、県内の新規漁業就業者に対して、操業に必要となる資格の取得に要する経費に対し支援するにあたって、漁業就業・定着化のための資格取得支援補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に定めるほか、この要領によるものとする。
（申請書類）

第２条　要綱第３条第２項第２号において規定する書類は、次のとおりとする。
(1)漁業就業証明書（様式第１号）又は漁業により収入を得ていることを証する書類
(2)誓約書（様式第２号）
(3)その他知事が必要と認める書類
２　漁業協同組合は、当該組合の地区内において就業する者から本補助金の申請があった場合は、申請書類に様式第３号を添付して提出する。
（その他）
第３条　この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項については別に定めるものとする。

　附　則
　この要領は、令和５年６月２日から施行する。
　附　則
　この要領は、令和７年７月16日から施行する。
第１号様式（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）
漁業就業証明書
年　　　月　　　日
神奈川県知事　殿
雇用主
                                      　　　　　　　　　（法人の場合にあっては所在地、
団体名、代表者名）
次の者が、漁業へ就業しており、漁業により収入を得ていることを証明します。
	No.
	漁業者名
	就業年月

	
	
	

	
	
	

	
	
	


· 本証明書が提出できない場合は、漁業により収入を得ていることを証する書類（青色申告書、伝票、納品書、領収書、給与明細等の写し）を提出すること。

第２号様式（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）
年　　　月　　　日　　
　神奈川県知事　殿
漁業者名
                                      　　　　　　　　　（法人の場合にあっては所在地、
団体名、代表者名）
誓　約　書
漁業就業・定着化のための資格取得支援補助金を申請するにあたり、本事業によって資格を取得しましたら、神奈川県内で３年以上漁業就業を継続致します。
なお、補助金により資格を取得した後、県内で漁業就業を３年以上継続しなかった場合には、その旨を速やかに報告致します。

第３号様式（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）
年　　　月　　　日
神奈川県知事　殿
●●●●漁業協同組合
代表理事組合長　　氏　名
漁業就業・定着化のための資格取得支援補助金の申請について
標記補助金について、下記の者から申請がありましたので、関係書類を添えて提出します。
記
	No.
	申請者名
	交付申請額

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　　なお、申請者は県内の漁業就業者のうち漁業に就業してから３年以内の者です。
